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表紙*電子提供措置用・アクセス通知用*

証券コード 4208

第117回

定 時 株 主 総 会 招集ご通知
開 催 日 時

開 催 場 所

　● 郵送またはインターネットによる
議決権行使期限
2023年6月28日（水曜日）午後5時

　● お土産の配布はございませんので、
　予めご了承願います。

2023年6月29日（木曜日）

午前10時（受付開始 午前9時）

ANAクラウンプラザホテル宇部
国際会議場
山口県宇部市相生町8番1号

　

決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）

6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件



第117回定時株主総会招集ご通知  ……  3
株主総会参考書類…………………………  9
・剰余金の処分の件
・ 取締役（監査等委員である者を除く） 

6名選任の件
・監査等委員である取締役3名選任の件

（添付書類）
事業報告  ……………………………   23
連結計算書類  ………………………   51
計算書類  ……………………………   53
監査報告書 …………………………   55

－ 1 －

2023/05/25 18:42:57 / 22948926_ＵＢＥ株式会社_招集通知_電子提供措置用

経営理念*電子提供措置用・交付書面用*

創 業 の 精 神

「共存同栄」「有限の鉱業から無限の工業へ」

U B E 経 営 理 念 パ ー パ ス （ 存 在 意 義 ）

技術の探求と革新の心で、
未来につながる価値を創出し、
社会の発展に貢献します

創業以来の歴史の中で培ってきたモノづくりの
技術を活かし、社会に必要とされている価値を、
社会が求める安全で環境負荷の少ない方法で
創り出し、人々に提供していくこと。
これにより、人類共通の課題となった地球環境
問題の解決に、また人々の生命・健康、そして
未来へとつながる豊かな社会に貢献すること。
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ごあいさつ

株 主 の 皆 様 へ

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　当社第117回定時株主総会を2023年6月29日（木）に開催いたしますの
で、ここに招集ご通知をお届けいたします。

　当社グループは、2030年の目指す姿を長期ビジョン「UBE Vision 2030 
Transformation」として掲げ、その実現に向けた2024年度までの
ア ク シ ョ ン プ ラ ン と な る3カ 年 の 中 期 経 営 計 画 「UBE Vision 2030 
Transformation ～1st Stage～」を策定、下記を基本方針としてその実現
に向け、全社一丸となって取り組んでおります。
【UBE Vision 2030 Transformation ～1st Stage～ の基本方針】
ⅰ）スペシャリティ化学を中心としてグローバルに利益成長を追求
ⅱ）地球環境問題に対応した事業構造改革
ⅲ）持続的成長に向けた人的資本の充実
ⅳ）DXの推進による企業価値の向上と顧客価値の創出
ⅴ）ガバナンスの更なる向上

　そのスタートの年である2022年度は、原燃料価格高騰や化学品の需要低
迷の影響を大きく受けることになりましたが、経営環境の変化に柔軟かつ迅
速に対応しながら、中期経営計画の基本方針を
堅持し、事業のスペシャリティ化と地球環境問
題への貢献に向けた積極的な資源投入により、
各事業の収益力向上とグループ全体の持続的成
長を図ってまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層
のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し
上げます。

代表取締役社長

－ 2 －
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狭義招集

（証券コード：４２０８）
（発信日）2023年  ６  月  ７  日

（電子提供措置の開始日）2023年  ５  月  31  日
株主各位

山口県宇部市大字小串1978番地の96

代 表 取 締 役 社 長 泉 原  雅 人

当社ウェブサイト　https://www.ube.co.jp

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第117回 定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第117回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電
子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウ
ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、株式会社東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名
（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確
認くださいますようお願い申し上げます。

　なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、５～６ページの
「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。

敬　具

・当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の「議決権行使書」用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げ
ます。なお、受付は午前９時から開始いたします。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、そ
の旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

－ 3 －
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狭義招集

■１ 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

■２ 場 所 山口県宇部市相生町８番１号 ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部 国際会議場

■３ 目的事項 報告事項 1. 第117期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第117期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

株主総会決議ご通知についてのご案内

記

■4  招集にあたっての決定事項
(1) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、

株主提案については否の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権

行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効なものといたします。

(3) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

① 当社の新株予約権等に関する事項、ならびに業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
② 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表
③ 計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表

従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告および会計監査報告を作成するに
際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

資源節約のため、決議ご通知の送付は取りやめさせていただいております。
株主総会終了後、当社ウェブサイトに決議内容を掲載いたしますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席の場合
● 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を

代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、当社定款の定めによ
り、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知
をご持参くださいますようお願い申し上げます。

● 会場は座席数の関係上、ご入場をお断りする場合がございますのでご理解くだ
さいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時 2023年6月29日(木曜日) 午前10時(受付開始：9時)　
 郵送またはインターネットによる議決権行使の場合

郵　送 ● 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入の上、ご投函ください。
こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

インターネットによる議決権行使に必
要となる「ログインID」と「仮パス
ワード」が記載されています。

▲ 賛成の場合　　　：「賛」の欄に○印▲ 反対する場合　　：「否」の欄に○印

▲ 全員賛成の場合　：「賛」の欄に〇印▲ 全員反対する場合：「否」の欄に〇印▲ 一部の候補者に
反対する場合

：「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第１号議案

第２、３号議案

1.　

2.　

行使期限 2023年6月28日（水曜日）午後５時00分 到着分まで　

インターネット ● 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセス
し、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2023年6月28日（水曜日）
午後５時00分 入力分まで

　

詳細は次頁をご覧ください。
機関投資家の皆様へ
管理信託銀行などの名義株主様（常任代理人様を含みます。）は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラッ
トフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

議決権行使についてのご案内
以下のいずれかの方法にて、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

－ 5 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

1.　

2.　

1.　

2.　

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

重複して議決権を行使された場合のお取扱い

システムなどに関する
お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行 証券代行部 （ヘルプデスク）

0120-173-027（受付時間午前９:00～午後９:00、通話料無料）

■ 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効といたします。
■ インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後の行使を有効といたします。

※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金など）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット
通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

－ 6 －
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インターネットによるライブ配信のご案内

インターネットによるライブ配信のご案内

１配信日時

2023年６月29日（木曜日） 午前10時～株主総会終了時刻まで

２株主様専用サイトへアクセス

URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

　株主総会当日にご自宅などからでも株主総会の様子をご覧いただけるよう、以下
のとおりインターネットによるライブ配信を行います。
　スマートフォンまたはパソコンなどから、以下の方法によりご覧ください。

※配信ページは株主総会の開始時刻30分前（午前９時30分）頃よりアクセスいただけます。

・上記URL（株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」）へアクセスしてください。
・株主様認証画面（ログイン画面）で、招集通知に同封されている議決権行使書裏面に記載の「ログインID」と

「パスワード」を入力し、利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

・なお、議決権行使書裏面に印字されたQRコードをスマートフォンなどで読み取っていただくと、「ログイン
ID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくことが可能です。

　 ＜＜株主様認証画面（ログイン画面）＞＞　　　　＜＜同封の議決権行使書裏面（イメージ）＞＞

見 本

読み取り
ID/PW

入力

※議決権行使WEBサイトでパスワード変更した後も、議決権行使書裏面に記載のパスワードをご利用ください。
※議決権行使書を返送される前に「ログインID」と「パスワード」をお手元にお控えください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

－ 7 －
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インターネットによるライブ配信のご案内

３ライブ配信のご視聴方法

４事前質問受付のご案内、ご留意事項

５ご留意事項

本サイトに関する
お問い合わせ先 ▶

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 0120-676-808　（通話料無料）

・土日祝等を除く平日午前９時～午後５時
・株主総会当日は午前９時～本株主総会終了時まで

・ログイン後、「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、当日ライブ視聴などに関するご利用規約をご確認の上、
「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。

　　・本サイトの推奨環境は、以下URLに掲載する資料の末尾に記載しております。なお、Internet Explorerはご
　　　利用いただけませんのでご注意ください。　URL：https://www.tr.mufg.jp/daikou/pdf/faq.pdf

・受付期間は、本招集通知到着時～2023年６月22日（木曜日）午後５時30分までです。
・ご質問は本総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
・ご質問は原則として、お１人様につき１問とさせていただきたく、ご協力お願い申し上げます。
・ご質問は400字以内でお願いいたします。
・いただきましたご質問のうち、株主様のご関心が高いと思われるものについては、本総会当日中に回答させてい

ただきます。その他の質問については、本総会終了後に当社ホームページなどに回答を掲載させていただく予定
です。なお、事前質問の全てに回答することをお約束するものではございません。また、個別の対応はいたしか
ねますので併せてご了承ください。

・SNSへの公開など、２次利用は固くお断りさせていただきます。
・インターネットによるライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当

日の質問や議決権行使はできません。
・議決権行使は行使期限にご留意いただき、議決権行使書の郵送や別途ご案内しているインターネット投票、また

は委任状などで代理権を授与する代理人による当日のご出席をお願いいたします。
・インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限定させていただき、代理人などによるご参加

はご遠慮いただきますようお願いいたします。
・ご使用の端末（機種、性能など）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度など）により、映像や音声

に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
・ご視聴いただくための通信料金などは、各株主様のご負担となります。
・当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得

ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
・同封の議決権行使書を紛失された場合、以下のお問い合わせ先にて、再発行が可能です。

ただし、株主総会開催日の約１週間前を経過した場合など、お問い合わせをいただきましたタイミングによって
は再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

－ 8 －
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剰余金の処分議案

第１号議案 剰余金の処分の件

❶ 配当財産の種類 金銭

当社普通株式１株につき45円　配当総額は4,366,825,605円
＊当期年間配当金は、中間配当金（50円）と合わせて１株につき95円となります。

ご参考 当社の株主還元

DOE（株主資本配当率）ならびに連結総還元性
向（⾃⼰株式取得を含む）を重視いたします。

⾃⼰資本およびキャッシュフローの状況に応じ成
⻑投資も積極的に⾏い、将来の株主還元をさらに
充実させます。

株主総会参考書類
議案および参考事項

　当期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を総合的に勘案し、次のとお
り実施いたしたいと存じます。

❷ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　❸ 剰余金の配当が効力を生じる日　2023年６月30日

50 50
60

75 80

2014 2015 2016 2017 2018 （年度）

90

2019

90

2020

95

2021

95

2022

36 28 36
25

56

2.1 2.0 2.3 2.6 2.6

40

2.7

83

2.6

38

2.6 2.5

１株当たり配当金（円）　 　総還元性向（%） 　　DOE（%）

(注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を⾏っています。2016年度以前の1株当たり配当金は、株式併合後
の基準で換算したものです。

－ 9 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件

候補者
番号 氏　　名 当社における地位および担当 取締役

在任期間

■１
や ま

山
 

　
も と

本
 

　
 

　
 

　
ゆずる

謙 取締役会長 再任 　 10年

■２
いずみ

泉
 

　
は ら

原
 

　
ま さ

雅
 

　
と

人
代表取締役社長
社長執行役員
CEO

再任 　 ５年

■３
た ま

玉
 

　
だ

田
 

　
ひ で

英
 

　
お

生
代表取締役
専務執行役員
CRO、CCO
リスク管理部・人事部・総務部・法務部管掌

再任 　 １年

■４
い し

石
 

　
か わ

川
 

　
ひ ろ

博
 

　
た か

隆
執行役員
CFO
経理・財務部長、グループ管理部・経営企画部担当

新任 　 ―

■５
ふ く

福
 

　
み ず

水
 

　
た け

健
 

　
ふ み

文 社外取締役
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者　

１年

■６
み つ

満
 

　
お か

岡
 

　
つ ぎ

次
 

　
お

郎
新任
社外取締役候補者
独立役員候補者　

―

　取締役（監査等委員である者を除く）の山本謙、泉原雅人、玉田英生、藤井正幸、福水健文の５氏
は定款第20条の規定により、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、６名の選任を
お願いするものであります。
　取締役（監査等委員である者を除く）候補者は次のとおりであります。

(注)  1.責任限定契約の内容

当社は山本謙氏および福水健文氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき取締役として同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。山本謙氏および福水健文氏の再任が承認された場合には、当該契約を

継続し、満岡次郎氏の選任が承認された場合には、同氏との間で当該契約と同様の内容の契約を締結する予定であります。

 2.補償契約の内容

当社は取締役との間で会社法第430条の2第1項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内で補償することを目的とする契約を締結しており

ます。当社は当該契約によって役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該契約において、主に補償額の上限や補償委員会

による補償要否の認定等を定めております。山本謙氏、泉原雅人氏、玉田英生氏および福水健文氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続し、石川

博隆氏および満岡次郎氏の選任が承認された場合には、各氏との間で当該契約と同様の内容の契約を締結する予定であります。

－ 10 －



2023/05/25 18:42:57 / 22948926_ＵＢＥ株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

3.会社役員賠償責任保険の内容

当社は保険会社との間で役員賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。当該契約の被保険者の範囲は、当社および子会社の役員（取締役、監査

役）、執行役員、管理職従業員(*1)、社外派遣役員(*2)、退任役員ならびにそれらの相続人であり、補償対象とされる保険事故は、会社訴訟、株主代表訴

訟、第三者訴訟などです。当社は当該契約によって被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該契約において、主に保

険期間中における保険金の総支払限度額を超えた場合、ならびに私的な利益収受、故意の法令違反または犯罪行為等に起因する損害等については補償されな

い旨を定めております。なお、当該契約の保険料は、当該役員が職務を行う会社が全額負担しております。石川博隆氏および満岡次郎氏の選任が承認された

場合には、各氏は当該契約の被保険者に含まれることになります。また、当社は保険期間満了時には、同内容の契約を締結する予定であります。

(*1)管理職従業員：取締役会決議により会社法上の「重要な使用人」として選任された者をいいます。

(*2)社外派遣役員：当社および子会社での役職を問わず、当社および子会社以外の国内法人の役員となった場合、その法人の職務に起因する役員賠償が補償

されます。ただし、海外法人への派遣は補償対象となりません。

◆監査等委員会の意見
監査等委員会は、当社の取締役（監査等委員である者を除く。以下同じ。）の選任について、監査等委員である社外取締役が出席す
る指名委員会での審議内容等を確認した結果、取締役候補者およびその選任プロセスは適切であり、特段の指摘事項はありません。

－ 11 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

候補者番号

１

や ま

山
 

 
も と

本
 

　
 

 
ゆずる

謙
再 任

　

■ 生 年 月 日 ： 1953年３月８日
■ 取締 役 在任 期 間 ： 10年
■ 所有 当 社株 式 数 ： 66,900株
■ 取締役会出席回数 ： 13回/13回　

［ 取締役候補者とした理由 ］
　山本謙氏は、入社以来機械部門において豊富な業務経験を有し、2003年より宇部興産機械株式会社（現 ＵＢＥマシナ
リー株式会社）の代表取締役社長に就任し、事業の黒字化を定着させるなど経営者として十分な実績、経験を有しており
ます。
　2015年から当社代表取締役社長として経営全般に携わり、2019年４月からは当社代表取締役会長として、同年６月か
らは取締役会長として当社グループの経営の舵取り、およびコーポレート・ガバナンス強化を推進してまいりました。
　これらの実績を考慮し、その職務経験や知見により重要事項の決定および経営執行の監督、コーポレート・ガバナンス
強化に十分な役割を果たすことができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1977年    4月 当社 入社
    2001年    6月 宇部興産機械株式会社（現 ＵＢＥマシナリー株式会社）執行役員
    2003年    6月 同社 代表取締役社長
    2003年    6月 当社 執行役員
    2007年    4月 当社 常務執行役員
    2010年    4月 当社 専務執行役員
    2013年    6月 当社 代表取締役 専務執行役員
    2015年    4月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 グループCEO
    2019年    4月 当社 代表取締役会長
    2019年    6月 当社 取締役会長 現在に至る
    2020年    6月 株式会社山口銀行 社外取締役
    2021年    6月 株式会社山口フィナンシャルグループ 社外取締役 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係 ］
　山本謙氏が社外取締役を務める株式会社山口フィナンシャルグループは、当社の主要な借入先のひとつである株式会社
山口銀行の持株会社ですが、同社は当社との特別の関係はありません。
　山本謙氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

－ 12 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

候補者番号

２

いずみ

泉
 

 
は ら

原
 

　
 

 
ま さ

雅
 

 
と

人
再 任

　

■ 生 年 月 日 ： 1961年１月８日
■ 取締 役 在任 期 間 ： ５年
■ 所有 当 社株 式 数 ： 50,900株
■ 取締役会出席回数 ： 13回／13回　

［ 取締役候補者とした理由 ］
　泉原雅人氏は、化学部門、経営管理部門ほか幅広い業務経験を有するとともに、グループCFO、経営管理室長、化学カ
ンパニープレジデントなどの要職を務め、2019年４月より代表取締役社長として経営の舵取りを担ってまいりました。
　これらの実績を考慮し、2030年の目指す姿とその達成に向けた長期ビジョン「UBE Vision 2030 Transformation」
および2024年度までの中期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation～1st Stage～」を推進するために、取締役会
は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1983年    4月 当社 入社
    2010年    4月 当社 執行役員
    2011年    6月 当社 取締役 執行役員
    2013年    4月 当社 取締役 常務執行役員
    2018年    4月 当社 専務執行役員
    2018年    6月 当社 取締役 専務執行役員
    2019年    4月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係 ］
　重要な兼職はありません。
　泉原雅人氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

－ 13 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

候補者番号

３

た ま

玉
 

 
だ

田
 

　
 

 
ひ で

英
 

 
お

生
再 任

　

■ 生 年 月 日 ： 1958年２月７日
■ 取締 役 在任 期 間 ： １年
■ 所有 当 社株 式 数 ： 29,000株
■ 取締役会出席回数 ： 10回／10回　

［ 取締役候補者とした理由 ］
　玉田英生氏は、人事・総務部門を中心に当社で幅広い業務の経験を持ち、2015年から当社執行役員として購買・物流部
門などを担ってまいりました。
　2017年からは総務・人事室長やグループCRO（チーフ・リスク・オフィサー）、CCO（チーフ・コンプライアンス・
オフィサー）としてリスク管理やコンプライアンス体制の構築などを積極的に推進してまいりました。
　これらの豊富な経験と実績を活かし、重要事項の決定および経営執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断
しましたので、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1981年    4月 当社 入社
    2015年    4月 当社 執行役員
    2018年    4月 当社 常務執行役員
    2021年    4月 当社 専務執行役員
    2022年    6月 当社 代表取締役 専務執行役員 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係 ］
　重要な兼職はありません。
　玉田英生氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

－ 14 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

候補者番号

４

い し

石
 

 
か わ

川
 

　
 

 
ひ ろ

博
 

 
た か

隆
新 任

　

■ 生 年 月 日 ： 1965年９月14日
■ 取締 役 在任 期 間 ： －
■ 所有 当 社株 式 数 ： 100株
■ 取締役会出席回数 ： －　

［ 取締役候補者とした理由 ］
　石川博隆氏は、化学部門、経営管理部門、人事労務部門ほか幅広い業務経験を有するとともに、経理・財務部長として
当社の財務戦略を担ってまいりました。
　これらの豊富な経験と実績を活かし、重要事項の決定および経営執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断
しましたので、取締役会は同氏を取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1989年    4月 当社 入社
    2023年    4月 当社 執行役員 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係 ］
　重要な兼職はありません。
　石川博隆氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

－ 15 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

候補者番号

５

ふ く

福
 

 
み ず

水
 

　
 

 
た け

健
 

 
ふ み

文
再 任
社 外
独 立

　
■ 生 年 月 日 ： 1952年２月25日
■ 取締 役 在任 期 間 ： １年
■ 所有 当 社株 式 数 ： 700株
■ 取締役会出席回数 ： 10回／10回　

［ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等 ］
　福水健文氏は、通商産業省（現 経済産業省）において化学品安全や窯業建材関連を担当し、地域経済産業審議官や中小
企業庁長官の要職を歴任してまいりました。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の
副理事長として広く国内産業の研究・技術開発の発展に携わり、産業政策や産業技術などの分野での広範な知識と経験を
有するとともに、事業会社の副社長も務め、企業経営の経験も有しています。
　上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行し、当社の経営体制をさらに強化していくことが期待されるため、
取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1976年    4月 通商産業省（現 経済産業省）入省
    2004年    6月 近畿経済産業局 局長
    2006年    7月 地域経済産業審議官
    2007年    7月 中小企業庁 長官（2008年７月　退任）
    2008年    7月 NEDO 副理事長（2011年７月　退任）
    2013年    4月 日本アルコール産業株式会社 副社長（2016年６月　退任）
    2017年    2月 一般財団法人 建材試験センター 理事長
    2021年    9月 一般財団法人 建材試験センター 顧問 現在に至る
    2022年    6月 当社 社外取締役 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係、および独立性について ］
　重要な兼職はありません。福水健文氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
　当社は、福水健文氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員
として指定し、同取引所等に届け出ております。

－ 16 －
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取締役（監査等委員である者を除く）選任議案

候補者番号

６

み つ

満
 

 
お か

岡
 

　
 

 
つ ぎ

次
 

 
お

郎
新 任
社 外
独 立

　
■ 生 年 月 日 ： 1954年10月13日
■ 取締 役 在任 期 間 ： －
■ 所有 当 社株 式 数 ： －
■ 取締役会出席回数 ： －　

［ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割等 ］
　満岡次郎氏は、株式会社ＩＨＩにおいて経営者として長年会社経営に携わり、同社の事業環境の変化に対応したビジネ
スモデル変革を積極的に進めるなど、会社経営の豊富な経験と幅広い見識を有しております。
　上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行し、当社の経営体制をさらに強化していくことが期待されるため、
取締役会は同氏を社外取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1980年    4月 石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
    2010年    4月 株式会社ＩＨＩ 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長
    2013年    4月 同社 常務執行役員 航空宇宙事業本部長
    2014年    6月 同社 取締役 常務執行役員 航空宇宙事業本部長
    2016年    4月 同社 代表取締役社長 最高執行責任者
    2017年    4月 同社 代表取締役社長 最高経営責任者
    2020年    4月 同社 代表取締役会長兼社長 最高経営責任者
    2020年    6月 同社 代表取締役会長 最高経営責任者
    2021年    3月 一般財団法人日本航空機エンジン協会 代表理事 現在に至る
    2021年    4月 株式会社ＩＨＩ 代表取締役会長 現在に至る
    2022年    5月 一般社団法人日本航空宇宙工業会 代表理事 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係、および独立性について ］

兼職先 役職 取引内容 比較対象と金額規模

株式会社ＩＨＩ 代表取締役会長 化学製品関連の取引 当社売上高の１％未満
　 　当社と株式会社ＩＨＩとは特別の関係はなく、満岡次郎氏は同社の会長であり、業務執行を行っていないことから、同

氏の独立性を損なうものではないと判断しました。
　当社は、本総会において満岡次郎氏が取締役としての選任が承認された場合、同氏を株式会社東京証券取引所等の定め
に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所等に届け出る予定です。

－ 17 －
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監査等委員である取締役選任議案

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番号 氏　　名 当社における地位および担当 監査等委員である

取締役在任期間

■１
ふ じ

藤
 

　
い

井
 

　
ま さ

正
 

　
ゆ き

幸 取締役 新任　 ―

■２
や ま

山
 

　
も と

本
 

　
た め

爲
さ ぶ

三
ろ う

郎 監査等委員である
社外取締役

再任
社外取締役候補者
独立役員候補者　

１年

■3
た

田
 

　
な か

中
 

　
た つ

達
 

　
や

也
新任
社外取締役候補者
独立役員候補者　

―

　監査等委員である取締役の山元篤、庄田隆、山本爲三郎の３氏は定款第20条の規定により、本総
会終結の時をもって任期満了となりますので、３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

(注)　1.責任限定契約の内容
当社は監査等委員である取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき取締役として同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。山本爲三郎氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続し、藤井
正幸氏および田中達也氏の選任が承認された場合には、各氏との間で当該契約と同様の内容の契約を締結する予定であります。

2.補償契約の内容
当社は取締役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを目的とする契約を締結してお
ります。当社は、当該契約によって役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該契約において、主に補償額の上限や補償委
員会による補償要否の認定等を定めております。山本爲三郎氏の再任ならびに藤井正幸氏および田中達也氏の選任が承認された場合には、各氏との間で当該
契約と同様の内容の契約を締結する予定であります。

3.会社役員賠償責任保険の内容
当社は保険会社との間で役員賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。当該契約の被保険者の範囲は、当社および子会社の役員（取締役、監査
役）、執行役員、管理職従業員(*1)、社外派遣役員(*2)、退任役員ならびにそれらの相続人であり、補償対象とされる保険事故は、会社訴訟、株主代表訴
訟、第三者訴訟などです。当社は、当該契約によって被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該契約において、主に
保険期間中における保険金の総支払限度額を超えた場合、ならびに私的な利益収受、故意の法令違反または犯罪行為等に起因する損害等については補償され
ない旨を定めております。なお、当該契約の保険料は、当該役員が職務を行う会社が全額負担しております。藤井正幸氏および田中達也氏の選任が承認され
た場合には、各氏は当該保険契約の被保険者に新たに含まれることになります。また、当社は保険期間満了時には、同内容の契約を締結する予定でありま
す。
(*1)管理職従業員：取締役会決議により会社法上の「重要な使用人」として選任された者をいいます。
(*2)社外派遣役員：当社および子会社での役職を問わず、当社および子会社以外の国内法人の役員となった場合、その法人の職務に起因する役員賠償が補償
されます。ただし、海外法人への派遣は補償対象となりません。

－ 18 －



2023/05/25 18:42:57 / 22948926_ＵＢＥ株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

１

ふ じ

藤
 

 
い

井
 

　
 

 
ま さ

正
 

 
ゆ き

幸
新 任　

■ 生 年 月 日 ： 1963年３月９日

■ 監査等委員である
取締 役 在任 期 間 ： －*¹

■ 所有 当 社株 式 数 ： 22,800株
■ 取締役会出席回数 ： 13回／13回*²
■ 監査等委員会出席回数 ： －　

［ 監査等委員である取締役候補者とした理由 ］
　藤井正幸氏は、化学部門、経営管理部門ほか幅広い業務経験を有するとともに、CFO、経営管理室長として当社の財務
戦略を担ってまいりました。
　また2019年６月より監査等委員でない取締役として、取締役会において有用な意見や適確な助言により、重要事項の決
定および経営全般に対する監督機能を果たしてまいりました。
　これらの豊富な経験と実績を活かし、監査の実効性の確保、また経営意思決定の健全性や適正性の確保と透明性の向上
を図るとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期待されるため取締役会は同氏を監査
等委員である取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1985年    4月 当社 入社
    2015年    4月 当社 執行役員
    2019年    4月 当社 常務執行役員
    2019年    6月 当社 取締役 常務執行役員
    2023年    4月 当社 取締役 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係 ］
　重要な兼職はありません。
　藤井正幸氏と当社の間に特別の利害関係はありません。

＊１ 藤井正幸氏の本総会終結時における当社の監査等委員でない取締役としての在任期間は４年です。
＊２ 藤井正幸氏は、本総会終結時まで当社の監査等委員でない取締役であるため、2022年度中の取締役会の出席回数は当

社の監査等委員でない取締役としての実績を記載しています。

－ 19 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

２

や ま

山
 

 
も と

本
 

 
た め

爲
 

 
さ ぶ

三
 

 
ろ う

郎
再 任
社 外
独 立　

■ 生 年 月 日 ： 1958年３月19日

■ 監査等委員である
取締 役 在任 期 間 ： １年

■ 所有 当 社株 式 数 ： －
■ 取締役会出席回数 ： ９回／10回
■ 監査等委員会出席回数 ： 14回／14回　

［ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割等 ］
　山本爲三郎氏は、長年にわたり法律学者（専門：商法、会社法）として、慶應義塾大学の法学部教授（2023年4月から
は慶應義塾大学名誉教授）として活躍し、社外役員として必要な専門知識や見識を充分に有しています。
　同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、監査の実効性の確保、また経営意思決定の健
全性や適正性の確保と透明性の向上を図るとともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期
待されるため、取締役会は同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1998年    4月 慶應義塾大学法学部教授（2023年３月　退任）
    2006年    1月 公認会計士試験試験委員（2010年２月　退任）
    2006年    11月 新司法試験考査委員（2007年10月　退任）
    2010年    6月 信託法学会理事 現在に至る
    2015年    10月 日本私法学会理事（2019年10月　退任）
    2022年    6月 当社 監査等委員である社外取締役 現在に至る

2023年 ４月 当社 慶應義塾大学名誉教授 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係、および独立性について ］
　重要な兼職先はありません。
　当社は、山本爲三郎氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役
員として指定し、同取引所等に届け出ております。
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監査等委員である取締役選任議案

候補者番号

３

た

田
 

 
な か

中
 

　
 

 
た つ

達
 

 
や

也
新 任
社 外
独 立　

■ 生 年 月 日 ： 1956年９月11日

■ 監査等委員である
取締 役 在任 期 間 ： －

■ 所有 当 社株 式 数 ： －
■ 取締役会出席回数 ： －
■ 監査等委員会出席回数 ： －　

［ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割等 ］
　田中達也氏は、富士通株式会社において経営者として長年にわたり会社経営に携わるとともに、海外事業の経験も豊富
であります。また、事業会社の社外役員として、経営に対し幅広い経験と高度な知見に基づいた経営の監視、監督を行っ
ております。
　上記の理由から、監査の実効性の確保、また経営意思決定の健全性や適正性の確保と透明性の向上を図るとともに、当
社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することが期待されるため、取締役会は同氏を監査等委員である社外
取締役候補者に定めました。

［ 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 ］
    1980年    4月 富士通株式会社 入社
    2005年    4月 富士通（中国）信息系統有限公司 董事兼副総経理
    2012年    4月 富士通株式会社 執行役員 産業ビジネス本部長
    2013年    5月 同社 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長
    2014年    4月 同社 執行役員常務 Asiaリージョン長
    2015年    1月 同社 執行役員副社長 Asiaリージョン長
    2015年 ２月 同社 執行役員副社長
    2015年    6月 同社 代表取締役社長
    2019年    6月 同社 取締役会長
    2020年    4月 株式会社富士通マーケティング 取締役会長
    2020年    10月 富士通Japan株式会社 取締役会長
    2021年    6月 日本軽金属ホールディングス株式会社 社外取締役 現在に至る
    2022年    4月 富士通Japan株式会社 シニアアドバイザー（2023年３月　退任）
    2022年    12月 月島機械株式会社（現 月島ホールディングス株式会社）顧問 現在に至る

［ 重要な兼職先と当社との特別の利害関係、および独立性について ］
兼務先 役職 取引内容

日本軽金属ホールディングス株式会社 社外取締役 取引はありません
　 　当社と上記の兼職先とは特別の関係はなく、田中達也氏は同社の社外取締役であり、業務執行を行っていないことか

ら、同氏の独立性を損なうものではないと判断しました。
　当社は、本総会において田中達也氏が監査等委員である取締役としての選任が承認された場合、同氏を株式会社東京証
券取引所等の定めに基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所等に届け出る予
定です。
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（ご参考）取締役会の構成

取締役に期待する分野
（３つまで記載しております。）

氏名 社内・社外
経営全般
・

サステナビリティ
財務・会計 製造・技術

・研究開発
営業
・

マーケティング

コンプライアンス
・

リスクマネジメント
人材マネジメント 国際性

取
締
役
︵
監
査
等
委
員
で
あ
る
者
を
除
く
︶

山本　　謙 〇 〇 〇

泉原　雅人 〇 〇 〇

玉田　英生 〇 〇 〇

石川　博隆 〇 〇 〇

福水　健文 社外 〇 〇 〇

満岡　次郎 社外 〇 〇 〇

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

藤井　正幸 〇 〇 〇

山本爲三郎 社外 〇 〇 〇

鈴木　智子 社外 〇 〇 〇

田中　達也 社外 〇 〇 〇

（ご参考）取締役の構成 【2023年６月29日以降の予定】
　当社は経営理念として「技術の探求と革新の心で、未来につながる価値を創出し、社会の発展に貢献します」
を掲げ、また「創業以来の歴史の中で培ってきたモノづくりの技術を活かし、社会に必要とされている価値を、
社会が求める安全で環境負荷の少ない方法で創り出し、人々に提供していくこと。これにより、人類共通の課題
となった地球環境問題の解決に、また人々の生命・健康、そして未来へとつながる豊かな社会に貢献するこ
と。」を当社のパーパス（存在意義）として、グローバルに持続的成長を図っています。
　この経営理念とパーパスのもと、2030年の目指す姿とその達成に向けた事業構造改革等の経営施策を長期ビ
ジョン「UBE Vision 2030 Transformation」として描き、2024年度までの具体的アクションプランとなる中
期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation～1st Stage～」を推進中です。
　当社の取締役会は、この中長期の経営計画の実現に向け、事業戦略の大きな方向を示し、その執行を監督して
いくことが重要であると考えています。
　取締役会として高い実効性を発揮するため、多様性のある各分野において、豊富な知識や経験と高い能力を持
つ人材によって構成され、取締役会全体として必要なスキルがバランスよく備わっていると評価しています。

以　上

－ 22 －
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連結業績、事業の経過およびその成果

添付書類

事業報告（2022年4月1日から2023年3月31日まで）

Ⅰ 当社グループの現況に関する事項

連結業績
※（  ）内は前期数値

売上高

4,947億円（6,553億円）

営業利益

163億円（440億円）

経常利益または経常損失（△）

△87億円（415億円）

親会社株主に帰属する当期純利益
または当期純損失（△）

△70億円（245億円）
　

売上高営業利益率（ROS）

3.3%（6.7％）

自己資本利益率（ROE）

△1.9%（6.7％）

総還元性向

－%（37.7％）
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連結業績、事業の経過およびその成果

1.事業の経過およびその成果
　当社グループは、当期からスタートした３カ年の中期経営計画「UBE Vision 2030 
Transformation ～1st Stage～」において、「スペシャリティ化学を中心としてグローバル
に利益成長を追求」「地球環境問題に対応した事業構造改革」「持続的成長に向けた人的資
本の充実」「DXの推進による企業価値の向上と顧客価値の創出」「ガバナンスの更なる向
上」を基本方針とし、事業構造改革と成長の実現に向けた取り組みを推進してまいりまし
た。
　当期においては、ウクライナ情勢に伴う原燃料価格高騰に対して各製品の販売価格是正を
進め、また機能品セグメントにおいて販売が堅調に推移しましたが、セメント関連事業を持
分法適用関連会社（ＵＢＥ三菱セメント株式会社）に移管した影響が大きく、売上高は前期
を下回りました。営業利益は、樹脂・化成品セグメントにおける原燃料価格高騰および需要
減退による販売数量減少に加え、アンモニア工場で隔年の定期修理を実施した影響が大き
く、前期を下回りました。経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は、営業利益の減少
に加え、セメント関連事業が石炭価格高騰の影響を受け持分法投資損益が大きく悪化したこ
とから、前期を下回り損失となりました。
　この結果、当社グループの連結売上高は前期比1,605億２千７百万円減の4,947億３千８
百万円、連結営業利益は277億４千８百万円減の162億９千万円、連結経常損失は86億８千
９百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は70億６百万円となりました。
　また当社単独では、売上高は前期比924億５千８百万円減の1,823億７千万円、営業利益
は38億８百万円減の106億３千５百万円、経常利益は43億３千９百万円減の237億２千万
円、当期純利益は22億５千５百万円減の191億７百万円となりました。
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機能品／樹脂・化成品

主要な事業内容
ポリイミド、分離膜、セラミックス、セパレータなどの製造・販売

　ポリイミド事業は、有機ＥＬパネル向けワニスの販売は
堅調に推移しましたが、ディスプレイ向けＣＯＦフィルム
が在庫調整の影響を受けました。
　分離膜事業は、北米や欧州を中心にバイオガス向け脱炭
酸膜の需要が拡大し、セラミックス事業は、ｘＥＶ市場向
けの軸受や基板用途の需要が好調に推移しました。
　セパレータ事業は、半導体不足等による自動車減産など
の影響を受け、需要は低調に推移しました。
　この結果、当セグメントの連結売上高は前期比13億7千
1百万円増の621億５千８百万円、連結営業利益は11億６
千３百万円減の104億６千４百万円となりました。　

11.8％

売上構成比

608第116期

622第117期
（当期）

売上高 （単位：億円）

116第116期

105第117期
（当期）

営業利益 （単位：億円）

主要な事業内容
コンポジット、ナイロンポリマー、カプロラクタム（ナイロン原料）、硫安、工業薬
品、ファインケミカル、高機能コーティング、エラストマー（合成ゴム）などの製
造・販売

　コンポジット事業は、自動車減産の影響を受けました
が、原料カプロラクタムの市況上昇等により販売価格は上
昇しました。
　ナイロンポリマー事業は、カプロラクタムの市況上昇等
により販売価格が上昇しましたが、食品包装フィルム用途
等の需要が低調に推移しました。
　カプロラクタム・硫安事業は、カプロラクタムが主用途
であるナイロン繊維需要低迷の影響を受けましたが、アン
モニアなど原料市況の上昇により製品の販売価格が上昇し
ました。

　工業薬品事業は、アンモニア工場で隔年の定期修理実施により出荷量が減少しました
が、原料市況の上昇等により製品の販売価格が上昇しました。
　ファインケミカル事業および高機能コーティング事業は、自動車減産などの影響により
需要は低調に推移しましたが、原料市況の上昇等により販売価格は総じて上昇しました。
　エラストマー事業は、自動車減産の影響により需要は低調に推移しましたが、原料ブタ
ジエン市況の上昇等により販売価格が上昇しました。
　この結果、当セグメントの連結売上高は前期比333億４千４百万円増の2,933億８千８
百万円、連結営業利益は210億９千万円減の24億２千６百万円となりました。

55.9％

売上構成比

2,600第116期

2,934第117期
（当期）

売上高 （単位：億円）

235第116期

24第117期
（当期）

営業利益 （単位：億円）

機能品セグメント

樹脂・化成品セグメント
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機械／その他

主要な事業内容
成形機（ダイカストマシン、押出プレス、射出成形機）、産業機械（窯業機、化学機
器、粉砕機、運搬機、除塵機、破砕機）、橋梁・鉄構、製鋼品（ビレット、鋳造品）
などの製造・販売

　成型機事業は、自動車産業向けの需要が堅調に推移し、
産機事業は、電力会社向け運搬機等の大型案件が一巡し販
売が減少しました。製鋼事業は、原料価格上昇を販売価格
に転嫁しました。
　この結果、当セグメントの連結売上高は前期比６千６百
万円減の969億２千１百万円、連結営業利益は８千５百万
円増の52億１千５百万円となりました。

　

18.4％

売上構成比

970第116期

969第117期
（当期）

売上高 （単位：億円）

51第116期

52第117期
（当期）

営業利益 （単位：億円）

主要な事業内容
医薬品（原体・中間体）などの製造・販売、電力供給、不動産の売買・賃貸借および
管理など

　医薬事業は、自社医薬品・受託医薬品の販売が堅調に推
移し、また2022年12月には医薬品受託製造会社（株式会
社エーピーアイコーポレーション）を買収しました。ロイ
ヤリティ収入は減少しました。
　電力事業は、セメント関連事業への電力供給が売上計上
となり、価格も上昇しました。
　この結果、その他セグメントの連結売上高は前期比188
億６千８百万円増の731億１千万円、連結営業利益は９億
５百万円減の26億４千３百万円となりました。　

13.9％

売上構成比

542第116期

731第117期
（当期）

売上高 （単位：億円）

35第116期

26第117期
（当期）

営業利益 （単位：億円）

機械セグメント

その他セグメント

＊上記各セグメントの連結売上高などの数値には、セグメント間の内部取引高などの調整額が含まれています。

セメント関連事業（持分法適用関連会社　ＵＢＥ三菱セメント㈱）
　国内市場では、セメント内需が漸減傾向にある中、販売数量は前期並みを維持しましたが、石炭などエネルギー価

格高騰の影響を大きく受けました。海外（北米）市場では、セメント・生コンの需要は堅調に推移しました。
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対処すべき課題

2. 対処すべき課題
　当社グループは、長期ビジョン「UBE Vision 2030 Transformation」で描いた目指す姿の実現
に向け、直近3カ年のアクションプランとして中期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation～
1st Stage～」(対象期間:2022年度～2024年度)を策定し、以下の基本方針および数値目標を掲げて
おります。

◆ 2030年の目指す姿
　「地球環境と人々の健康、そして豊かな未来社会に貢献するスペシャリティ化学を中核とする企業
グループ」

　目指す姿の実現に向け、「エネルギー負荷の低い」、「市況変動に左右されにくい」、「収益性の
高い」スペシャリティ製品を主体とする事業構造への転換を進めてまいります。また、こうした事業
構造改革と省エネ推進・プロセス改善等の施策により、GHG排出量の削減目標の達成を目指すとと
もに、環境に貢献する製品や技術の開発と実用化を推進することで、持続可能な社会の実現に貢献し
てまいります。

◆ 中期経営計画の基本方針
ⅰ）スペシャリティ化学を中心としてグローバルに利益成長を追求
ⅱ）地球環境問題に対応した事業構造改革
ⅲ）持続的成長に向けた人的資本の充実
ⅳ）DXの推進による企業価値の向上と顧客価値の創出
ⅴ）ガバナンスの更なる向上
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対処すべき課題

ⅰ）主要項目 ⅱ）経営指標
①営業利益: 400億円 ①売上高営業利益率（ROS）: ８％
　（うち、スペシャリティ事業: 240億円） ②自己資本利益率（ROE）: ８％
②経常利益: 470億円

◆ 中期経営計画の数値目標（2024年度）

　当期の業績は、ナイロンポリマー・カプロラクタムおよびセメント関連事業において需要低迷や原
燃料価格上昇の影響を受けて最終損失となりましたが、中期経営計画の基本方針のもと、スペシャリ
ティ化と地球環境問題への取り組みを強く意識した事業構造改革を進め、業績の回復と収益基盤の強
化を図ってまいります。さらに、当社グループの有する技術力やバリューチェーンにおける強みを活
かして高付加価値と高収益性を実現できるスペシャリティ事業に重点的に経営資源を投入し、将来の
更なる成長を推進してまいります。
　ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンを人的資本充実の最重要課題と位置づけ、ワーク
エンゲージメントの向上とともに挑戦する社風の醸成に取り組み、またDXを推進することで業務の
効率化や新たな顧客価値の創出を加速してまいります。
　化学事業持株会社として新たなスタートを切った当社は、スペシャリティ化学の企業グループとし
てグローバルに持続的成長を図るとともに、機械事業やセメント事業については持株会社としての経
営を推進し、グループとしての企業価値の最大化を図ってまいります。
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対処すべき課題

ご参考
　 当社グループのESGに関する取り組み

SDGs
（Sustainable Development Goals）：
持続可能な開発目標

　当社グループは環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス
（Governance）に配慮した事業運営を行い、グループの持続的な成長
につなげていくと同時に「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成にも
貢献していきます。

E 環 境

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み
気候変動問題（カーボンニュートラル）への対応

①SBT(Science Based Targets)* 認定取得に向けた対応を開始（2023年３月コミットメントレターを提出）
サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減を推進するため、2030年度のGHG排出量削減目標を設定し、
2023年度の取得を目指します。
＊パリ協定が求める水準（世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて２℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする）と整合

した、５～15年先を目標年として企業が設定するGHG排出削減目標

②製品別GHG排出量データ（カーボンフットプリント）の提供を開始
原料調達から製品使用や廃棄までを含めたサプライチェーン全体での環境負荷低減への取り組みに貢献します。

③GX-ETS(Emission Trading Scheme)* への賛同および参画表明
政府が推進するGreen Transformationに対応し、排出量取引制度の活用を目指します。
＊経済産業省が創設したGXリーグにおける自主的な排出量取引

④グループ会社２社（UBE Corporation Europe S.A.U.、UBEエラストマー㈱千葉工場）がISCC PLUS認証*¹
　を取得

認証取得により、バイオマスや再生材由来などの原料をマスバランス方式*²によって割り当てたISCC PLUS認証製
品の製造・販売が可能となります。
＊1 持続可能なサプライチェーンを実現し担保するための国際認証
＊2 化石資源由来原料と、バイオマスや再生材由来などの特性を持った原料を混合して製品を製造する場合に、特性を持つ原料
　　の投入量に応じて、生産される製品の一部にその特性を持つ原料の使用比率の割り当てを行う手法
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対処すべき課題

「持続的成長に向けた人的資本の充実」

2021 2022 2023 2024（年度）

女性の活躍推進
　女性社員比率 15％（日本国内連結）
　女性管理職比率 ６％（日本国内連結）

キャリア採用、外国人採用
　キャリア採用比率（総合職） 25％以上（日本国内連結）
　外国人採用（総合職） ５％以上（日本国内連結）

専門職制度、専門性の高いキャリア採用、
シニア社員向け施策の充実

働きやすく働き甲斐のある職場づくりと従業員満足度の向上

当社グループの取り組み

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0.0

25.0

50.0

100.0

75.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

26.1
21.4

17.0
21.7

24.3 24.1

6.7

1.1

7.0

1.4

7.3

1.5

7.5

2.4

8.1
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8.4
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27.3

4.2
9.2

（年度）2022

53.3

4.1

10.3

36.1
38.9

50.4

60.0
63.2

72.3 75.5

97.2

女性活躍関連指標の推移（UBE単体）
女性採用比率（新卒総合職）
女性管理職比率

女性社員比率
男性社員 育児休業取得率

（％）（％）

S 社 会

　当社グループは、「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン」を2030年のあるべき姿の実現に向けた最重
要課題と位置づけ、多様な技術・知識・視点を融合させてイノベーションを生み出し、グローバルな事業拡大と新たな
価値を創出する原動力とするとともに、グループ全体でワークエンゲージメントの向上に取り組んでいます。
　重点施策として、以下の4つを推進してまいります。

①女性の活躍推進
　　女性社員比率：15％、女性管理職比率：6％　（2024年度指標：日本国内連結ベース）
②キャリア採用比率（総合職）：25％以上、　外国人採用（総合職）：5％以上（同上）
③専門職制度、専門性の高いキャリア採用、シニア社員向け施策の充実
④働きやすく働き甲斐のある職場づくりと従業員満足度の向上

　とりわけ、女性活躍は力を入れるべき課題と捉え、日本国内連結ベースで女性管理職比率、女性社員比率の目標を上
記のとおり設定し、積極的に推進していきます。
　当社では具体的な施策として、人事担当役員ならびに人事部長のキャリアサポート面談や社長の車座ミーテイングな
どを通じて、積極的な育成・登用を行っています。また、育児休職の有給期間を7日から15日に延長し、アンコンシャ
ス・バイアスeラーニングを実施するなど、性別に関わらず、働きやすく働き甲斐のある職場づくりに取り組んでいま
す。
　2022年度においては、2021年度に引き続き「健康経営優良法人ホワイト500」に認定、さらに子育てサポート企
業として高い水準の取り組みを行ったとして「プラチナくるみん」に認定されました。
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対処すべき課題

組織形態 監査等委員会設置会社

取締役会議長＊ 山本 謙

取締役（監査等委員である者を除く）人数＊ 5名（うち1名が社外取締役）

監査等委員である取締役人数＊ 4名（うち3名が社外取締役）

独立役員の選任＊ 社外取締役4名

取締役（監査等委員である者および
社外取締役を除く）の報酬などの決
定

基本報酬と業績連動報酬（年次インセンティブ、長期インセンティブ）で構成

2022年度の報酬総額（社外取締役を除く）：280百万円
（基本報酬126百万円、業績連動報酬154百万円）

監査等委員である取締役（社外取締
役を除く）の報酬などの決定

基本報酬（固定額）のみで構成

2022年度の報酬総額（社外取締役を除く）：38百万円（基本報酬38百万円）

社外取締役（独立役員）の報酬など
の決定

基本報酬（固定額）のみで構成

2022年度の報酬総額：61百万円（基本報酬61百万円）

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

G ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社グループは、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを、その基本的使命とし
ています。そのために当社は、監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締
役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重
要な業務執行の決定の一部を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図るなど、実効的なコーポレー
ト・ガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、社員、地域
社会などの全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えています。

コーポレート・ガバナンスの概要

　＊ 2023年3月31日現在
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対処すべき課題

監査等委員会 委員長 庄田隆 （社外取締役、独立役員）
委員 山本爲三郎 （社外取締役、独立役員）

鈴木智子 （社外取締役、独立役員）
山元篤 （社内取締役、非業務執行社内取締役）

指 名 委 員 会 福水健文 （委員長、社外取締役、独立役員）
庄田隆 （社外取締役、独立役員）
山本謙 （取締役会長、非業務執行社内取締役）

報 酬 委 員 会 福水健文 （委員長、社外取締役、独立役員）
庄田隆 （社外取締役、独立役員）
山本謙 （取締役会長、非業務執行社内取締役）

コーポレート・ガバナンスの概要と内部統制

選任・解任

選任・解任 選任・解任
監査等

株主総会

取締役会 監査等委員会

会計監査人

【会長】

陪席

取締役（監査等委員である者を除く） 監査等委員である取締役
指名委員会（任意）
報酬委員会（任意）

【内部統制部門】（＊1） 【監査部】

報告

指示
報告

委任 報告
【代表取締役社長】

経営会議 指示/報告

監査

監査

監査 連携

指示/連携

報告

＊1）内部統制部門
　  　■実務委員会
　  　　コンプライアンス、規制貨物
　  　　情報セキュリティ、危機対応
　  　■本部内部統制部署
＊2）事業部門等
　  　■4事業部、生産・技術本部、研究開発本部

【事業部門】（＊2）
管理

【UMCグループ】
管理

グループ会社 グループ会社 グループ会社

指導/監督/監査

【本部】
管理

ホールディング会議

連携/指導/監査 指示/報告

取締役会
　取締役会は、原則として執行役員を兼任しない取締役が議長を務めることとし、法令、定款を踏まえ、取締役会が決定すべき経営上
の重要事項（会社の基本方針、金額・リスクの観点から重要な事項等）を取締役会規程において定め、これらを意思決定するととも
に、各取締役・執行役員の業務遂行の妥当性・効率性を監督しています。また、監査等委員会設置会社として、監督機能を強化すると
ともに、重要な業務執行の決定の一部を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図っています。

監査等委員会
　監査等委員会は、法令、監査等委員会規程等に則り、内部統制システムの構築・運用状況の監視・検証および取締役等の業務執行者
に対する監督を行うため、監査部や会計監査人との連携を図るとともに、代表取締役社長との意見交換、および主要な業務執行取締
役・執行役員・各部門等の監査を行い、必要に応じて意見を表明しています。また、取締役（監査等委員である者を除く）の選解任お
よび報酬等の監督のため、社外監査等委員が指名委員会および報酬委員会に出席し、その内容・手続を確認しています。

社外取締役
　意思決定および経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、2005年6月より社外
取締役を招聘しています。さらに、取締役会の諮問組織として、任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれ2
名の独立社外取締役と非業務執行社内取締役（取締役会長）の計3名より構成され、委員長は社外取締役が務めています。
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財産および損益の状況の推移

連

結

区　分 第114期
2019年度

第115期
2020年度

第116期
2021年度

第117期
2022年度

売上高（百万円） 667,892 613,889 655,265 494,738
営業利益（百万円） 34,033 25,902 44,038 16,290
経常利益または経常損失（△）
（百万円） 35,724 23,293 41,549 △8,689
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ま た は 当 期 純 損 失
（△）（百万円）

22,976 22,936 24,500 △7,006

純資産（百万円） 354,447 380,635 394,035 381,659
総資産（百万円） 727,269 769,710 837,954 731,636
１株当たり当期純利益
または当期純損失（△）（円） 227.33 226.79 249.31 △72.25

１株当たり純資産額（円） 3,287.73 3,549.52 3,813.16 3,726.68
連結子会社の数 69 66 65 36
持分法適用会社の数 26 26 26 15

■ 売上高（百万円）

第114期

667,892

第115期

613,889

第116期

655,265

第117期

494,738

■ 営業利益（百万円）

第114期

34,033

第115期

25,902

第116期

44,038

第117期

16,290

■  親会社株主に帰属する当期純利益
または当期純損失（△）（百万円）

第114期

22,976

第115期

22,936

第116期

24,500

第117期
△7,006

3. 財産および損益の状況の推移

(注) 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第116期の期首から適用しており、第116期以
降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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資金調達の状況、設備投資等の状況

4. 資金調達の状況
　当期は、自己資金や金融機関からの借入金に加え、第18回および19回無担保社債の発行などによ
り所要資金を賄いました。
　なお、当期末連結有利子負債残高は、236億６千９百万円減の2,181億４千３百万円となりまし
た。

　当期は、生産設備の能力拡大、維持更改などを中心に総額292億

８千９百万円の投資を実施しました。

　当期に建設中の主な設備は、ポリイミド原料モノマー

（ＢＰＤＡ）工場増設、ポリイミドフィルム新工場建設、

ガス分離膜の製造設備増設などです。
第116期

396

第117期（当期）

293

設備投資 （億円）ご参考　

5. 設備投資等の状況
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従業員の状況、主要な借入先、主要な事業所

区分 従業員数 前期末比増減
機能品セグメント 721名 23名増
樹脂・化成品セグメント 1,928名 11名減
機械セグメント 1,829名 10名減
その他セグメント 3,201名 406名増
全社（共通） 349名 2,229名減

合計 8,028名 1,821名減

6. 従業員の状況

(注) 従業員数は前期末に比べて1,821名減少しております。その主な理由は、持分法適用関連会社であるＵＢＥ三菱セメント㈱へセ
メント関連事業を承継させたことに伴い、関係する連結子会社を連結の範囲から除外したことです。

借入先 借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行 36,551百万円
株式会社みずほ銀行 34,611
農林中央金庫 21,312
株式会社山口銀行 10,480
三井住友信託銀行株式会社 8,900

7. 主要な借入先

本　　　社 宇部、東京
営　業　所 名古屋支店
工　　　場 宇部ケミカル工場（山口県宇部市）、堺工場（大阪府堺市）、

宇部電子工業部材工場（山口県宇部市）
研　究　所 宇部研究所（山口県宇部市）、医薬研究所（山口県宇部市）、

千葉研究所（千葉県市原市）、大阪研究開発センター（大阪府堺市）

８. 主要な事業所
　当社の主要な事業所は次のとおりです。
　なお、当社子会社については、「９．重要な子会社の状況」に記載のとおりです。
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重要な子会社の状況

会社名 所在地 資本金 議決権比率 主要な事業内容

ＵＢＥエラストマー㈱ 東京都
港区 4,000

百万円
100.00

％ ポリブタジエン（合成ゴム）およびそ
の原材料の研究開発・製造・販売

ＵＢＥマシナリー㈱ 山口県
宇部市 6,700 100.00 成形機、産業機械、橋梁等の製造・販

売

㈱エーピーアイコーポレーション 福岡県
築上郡 4,000 100.00

医薬原薬、医薬中間体、治験薬製造受
託品、Ｒ＆Ｄ受託品および化成品等の
製造・販売

宇部エクシモ㈱ 東京都
中央区 2,493 100.00 電子・情報通信関連製品等の製造・販

売

宇部マクセル㈱ 京都府
乙訓郡 2,725 66.01 リチウムイオン電池用セパレータの製

造・販売

UBE Engineered Composites, Inc. 米国 13,335
千米ドル 100.00

(100.00)
コンポジットの製造・販売、プラスチ
ックコンパウンドの受託加工

UBE Machinery Inc. 米国 17,000 100.00
(100.00) 成形機の販売、アフターサービス

UBE CORPORATION AMERICA INC. 米国 17,575 100.00 米国における子会社の統括

UBE CORPORATION EUROPE S.A.U. スペイン 6,312
千ユーロ

100.00
ナイロン樹脂、カプロラクタム、硫
安、ファインケミカル、その他製品の
製造・販売

UBE Chemicals （ Asia ） Public Company 
Limited タイ 10,739

百万
バーツ 73.81

(0.04)
ナイロン樹脂、ナイロンコンパウン
ド、カプロラクタム、硫安の製造・販
売

THAI SYNTHETIC RUBBERS COMPANY LIMITED タイ 1,106 74.00
(74.00)

ポリブタジエン（合成ゴム）の製造・
販売

UBE Fine Chemicals（Asia）Co., Ltd. タイ 722 100.00
1,6ヘキサンジオール、1,5ペンタンジ
オール、ポリカーボネートジオールの
製造・販売

9. 重要な子会社の状況

(注) 議決権比率欄の（　）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。

10. 重要な企業再編等の状況
当社は2022年４月１日を効力発生日として、吸収分割による方法で、持分法適用関連会社であるＵＢＥ三菱セメ
ント㈱へ、当社のセメント関連事業を承継させております。
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当社の株式に関する事項

Ⅱ 当社の株式に関する事項
1. 発行可能株式総数 330,000,000株
2. 発行済株式総数 97,040,569株（自己株式9,159,538株を除く。）

3. 当期末株主数 71,657名

株主名 持株数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 16,778,000株 17.29％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,731,400株 6.93％
住友生命保険相互会社 2,000,000株 2.06％
ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＶＡＬＵＥ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ 1,918,054株 1.97％
株式会社シティインデックスイレブンス 1,773,700株 1.82％
日本生命保険相互会社 1,600,009株 1.64％
株式会社山口銀行 1,548,264株 1.59％
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ　385781 1,270,545株 1.30％
農林中央金庫 1,237,409株 1.27％
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ　－　ＴＲＥＡＴＹ　５０５２３４ 1,201,100株 1.23％

4. 大株主（上位10名）

(注) 当社は、自己株式9,159,538株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。
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（ご参考）政策保有株式の状況

区分 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

銘柄数
（銘柄）

上場 32 32 27 18
非上場 84 84 80 57
合計 116 116 107 75

貸借対照表
計上額
（百万円）

上場 6,562 8,941 6,053 5,655
非上場 4,600 4,314 2,765 634
合計 11,162 13,255 8,818 6,289

政策保有株式の銘柄数および貸借対照表計上額

　

35
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0 0

14,000

10,000

12,000

8,000

6,000

4,000

2,000

2019年度

6,562

32 32

27

18
8,941

6,053 5,655

2020年度 2021年度 2022年度
■ 貸借対照表計上額（百万円）（右軸） 　 銘柄数（左軸）

政策保有上場株式の銘柄数および貸借対照表計上額

（ご参考）政策保有株式の状況
■基本的な考え方

当社は、業務提携や取引関係を維持・強化し当社の事業活動の円滑な推進のため必要と認める場合には、上場
株式または非上場株式を政策保有することがあります。

政策保有株式のうち上場株式については、毎年、取締役会において、当社の資本コストを勘案した上で個別銘
柄の検証を行い、保有の適否を総合的に判断しています。保有の意義が十分ではないと考えられる政策保有株式
は、株式市場の動向等を考慮した上で速やかに売却します。

また、当社は、政策保有株式の議決権の行使に際しては、投資先企業の株主価値の向上を通じて当社へのリタ
ーンとなるかを基準として総合判断の上、議案への賛否を決定します。
■保有状況
　2023年３月末時点で当社が保有する政策保有株式は75銘柄、6,289百万円（上場株18銘柄 5,655百万円、
非上場株57銘柄 634百万円）、連結純資産に占める割合は約1.6％となります。
　保有状況の推移は以下図表の通りです。
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当社の役員に関する事項

Ⅲ 当社の役員に関する事項

地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 山　本　　　謙 株式会社山口フィナンシャルグループ　社外取締役

代 表 取 締 役 社 長 泉　原　雅　人 CEO

代 表 取 締 役 玉　田　英　生 CRO、CCO
リスク管理部・人事部・総務部・法務部担当

取 締 役 藤　井　正　幸 CFO
グループ管理部・経営企画部・経理・財務部・バックオフィス効率化プロジェクト担当

取 締 役  ( 社 外 ・ 独 立 ) 福　水　健　文 一般財団法人建材試験センター　顧問

取締役 常勤監査等委員 山　元　　　篤

取 締 役  監 査 等 委 員
(社　外　・　独　立) 庄　田　　　隆 大東建託株式会社　社外取締役

取 締 役  監 査 等 委 員
(社　外　・　独　立) 山　本　爲三郎 慶應義塾大学法学部　教授

取 締 役  監 査 等 委 員
(社　外　・　独　立) 鈴　木　智　子

鈴木智子公認会計士事務所　代表
いちごホテルリート投資法人　監督役員
ブルドッグソース株式会社　社外取締役

1. 取締役（2023年３月31日現在）

(注) 1.当社は、取締役福水健文、庄田隆、山本爲三郎、鈴木智子の各氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づ
　　　　　き、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所等に届け出ております。

2.当社は事業の規模および特性などに鑑み、監査等委員会の活動の実効性を確保するためには常勤者による監査
が必要と判断し、定款において常勤の監査等委員を選定する旨を定めており、当該規定に基づき山元篤氏を常
勤の監査等委員に選定しております。

3.取締役山本謙氏の重要な兼職先である株式会社山口フィナンシャルグループは、当社の主要な借入先のひとつ
である株式会社山口銀行の持株会社ですが、当社との特別の関係はありません。

4.取締役福水健文氏の重要な兼職先である一般財団法人建材試験センターは当社との特別の関係はありません。
5.取締役庄田隆氏の重要な兼職先である大東建託株式会社は当社との特別な関係はありません。
6.取締役山本爲三郎氏の重要な兼職先である慶應義塾大学は当社との特別の関係はありません。
7.取締役鈴木智子氏の重要な兼職先である鈴木智子公認会計士事務所は当社との特別の関係はありません。
8.取締役鈴木智子氏の重要な兼職先であるいちごホテルリート投資法人は当社との特別の関係はありません。
9.取締役鈴木智子氏の重要な兼職先であるブルドッグソース株式会社は当社との特別の関係はありません。
10.2023年1月4日をもって、東哲郎氏は取締役を辞任いたしました。なお、辞任時における重要な兼職はあり
    ません。
11.2022年6月29日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって、福原紀彦氏は監査等委員である取締役を辞
    任いたしました。なお、辞任時における重要な兼職はありません。
12.当社は会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役である者を除く）との間に、同法第
    423条第１項の賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額
    は、法令の定める最低限度額としております。
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（ご参考）執行役員《＊は取締役との兼務》（2023年４月１日現在）
役　位 氏　名 職　務

社 長 執 行 役 員 ＊ 泉　原　雅　人 CEO
専 務 執 行 役 員 ＊ 玉　田　英　生 CRO、CCO、リスク管理部・人事部・総務部・法務部管掌

西　田　祐　樹 社長補佐、生産・技術本部長、DX推進室長
情報システム部・C1ケミカルプロジェクト担当

永　田　啓　一 機能品事業部長
常 務 執 行 役 員 横　尾　尚　昭 エラストマー事業部長、UBEエラストマー㈱代表取締役社長

大　田　正　芳 パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部長
舩　山　陽　一 医薬事業部長

上 席 執 行 役 員 Bruno de Bièvre
(ブルーノ ドゥ ビエブル) UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.社長、欧米地域担当
Watchara Pattananijnirundorn
(ワチャラ パタナニニランドン)

UBE Chemicals(Asia) Public Company Limited
President & CEO、アジア地域担当

髙　瀬　　　太 環境安全部・品質保証部・購買・物流部・宇部渉外部担当
執 行 役 員 内　貴　昌　弘 研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当

野　中　裕　文 パフォーマンスポリマー＆ケミカルズ事業部副事業部長　兼　企画管理統括部長
石　川　博　隆 CFO、経理・財務部長、グループ管理部・経営企画部担当
雪　本　和　則 生産・技術本部副本部長、宇部ケミカル工場長
川　村　　　了 法務部長、リスク管理部・人事部・総務部担当
高　橋　慎　弥 機能品事業部副事業部長

13. 補償契約の内容
当社は「Ⅲ　当社の役員に関する事項」に記載の取締役との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用およ
び同項第2号の損失を法令の定める範囲内で補償することを目的とする契約を締結しております。当社は当該
契約によって役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当該契約において、主
に補償額の上限設定、補償委員会による補償要否の認定等を定めております。

14.会社役員賠償責任保険の内容
当社は保険会社との間で、役員賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。当該契約の被保険者の
範囲は、当社および子会社の役員（取締役、監査役）、執行役員、管理職従業員(*1)、社外派遣役員(*2)、退
任役員およびそれらの相続人であり、補償対象とされる保険事故は、会社訴訟、株主代表訴訟、第三者訴訟な
どです。当社は当該契約によって被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置とし
て、当該契約において、主に保険期間中における保険金の総支払限度額を超えた場合、私的な利益収受または
故意の法令違反、犯罪行為等に起因する損害等については、補償されない旨を定めております。なお、当該契
約の保険料は、当該役員が職務を行う会社が全額負担しております。
(*1)管理職従業員：取締役会決議により会社法上の「重要な使用人」として選任された者をいいます。
(*2)社外派遣役員：当社および子会社での役職を問わず、当社および子会社以外の国内法人の

役員となった場合、その法人の職務に起因する役員賠償が補償されます。ただし、海外法人への派遣は
補償対象となりません。

(注) CEO：Chief Executive Officer
CRO：Chief Risk Officer
CCO：Chief Compliance Officer
CFO：Chief Financial Officer
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2. 取締役の報酬等の額
1) 取締役の報酬の総額の決定に関する事項
　取締役の現金報酬の総額については、2019年６月27日開催の第113回定時株主総会にて、以下
のとおり決議しております。
・取締役（監査等委員である者を除く）：年額７億２千万円以内

（うち社外取締役分は年額８千５百万円以内）
・監査等委員である取締役　　　　　　：年額１億５千万円以内
　取締役の株式報酬の総額については、2022年６月29日開催の第116回定時株主総会にて、以下
のとおり決議しております。
・現金報酬とは別枠で取締役（監査等委員である者および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付

株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額：年額７千万円以内
　なお、当事業年度に限り、交付済である株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のう
ち、譲渡制限付株式報酬支給対象取締役において、未行使のものにつきましては権利放棄することと
し、同数（91,700株）の譲渡制限付株式を交付するため、上記７千万円以内とは別枠で、年額３億
６千９百万円以内で支給することを決議しております。

2) 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬等の決定方針
　当社は、「取締役（監査等委員である者を除く）の報酬等の決定方針」として以下2）－1．～
7．を定めております。

2) －1. 基本方針
　当社の取締役（監査等委員である者を除く。以下、「取締役」という）の報酬は、企業価値の持
続的向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、取締役の個人別の報酬等の決
定に際しては、株主総会決議による取締役の報酬限度額内で、各職責を踏まえた適切な水準とする
ことを基本方針とする。
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取締役区分 固定/業績連動 報酬構成 項目名称 支給形態

社内取締役

固定 基本報酬 役位別定額報酬

現金報酬
業績連動

年次
インセンティブ

全社業績連動報酬
年次個人業績目標達成評価報酬

長期
インセンティブ

中長期個人業績目標達成評価報酬
譲渡制限付株式報酬 株式報酬

社外取締役 固定 基本報酬 名称なし（基本報酬のみの固定額） 現金報酬

　取締役のうち社内取締役（以下、「社内取締役」という）の報酬については、業績との連動性を
強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な目標達成を報酬に反映する。また現金報酬のほか株
式報酬を設け、中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成とする。
　具体的には、社内取締役の報酬は、基本報酬として役位別定額報酬、業績連動報酬として年次イ
ンセンティブおよび長期インセンティブにより構成し、年次インセンティブは全社業績連動報酬お
よび年次個人業績目標達成評価報酬、長期インセンティブは中長期個人業績目標達成評価報酬およ
び譲渡制限付株式報酬により構成する。
　また取締役のうち社外取締役（以下、「社外取締役」という）の報酬については、基本報酬のみ
の固定額を支払うこととする。

2) －2. 基本報酬の報酬額の決定に関する方針
　社内取締役の基本報酬については、役位に応じて年額を決定する。
　社外取締役の基本報酬については、固定額を年額として決定する。

2) －3. 業績連動報酬（譲渡制限付株式報酬を除く）の内容および額の算定方法の決定に関する方針
　社内取締役の業績連動報酬のうち、全社業績連動報酬については、当社グループ全体の事業年度
ごとの業績向上の意識を高めるため、持分法適用会社の業績を反映できる連結経常利益を指標と
し、前事業年度における連結経常利益に役位別係数を乗じた算出式によって算定し決定される。
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項目名称 区分 算出方法
全社業績連動報酬 会社業績 前事業年度連結経常利益×役位別係数
年次個人業績目標達成評価報酬 個人業績 各役員別の年次目標の達成度合い
中長期個人業績目標達成評価報酬 個人業績 各役員別の３－５年の中長期目標の達成度合い

項目名称 区分 算出方法

譲渡制限付株式報酬 会社業績

通常年＝Ａ、調整年＝Ｂ
Ａ. 役位別基礎金額÷前年度平均株価＋前年からの繰越株式数
Ｂ. 役位別基礎金額÷前年度平均株価×（100％＋付与率▲20％～30％）＊

＋前年からの繰越株式数
（＊ 経営指標の達成度に応じて80％～130％の範囲で調整）

　また年次および中長期個人業績目標達成評価報酬については、役位別に予め定められた評価テー
ブルに基づき、前事業年度初めに各役員が設定した年次目標および中長期目標に対する達成度合い
に応じて報酬額が決定される。

2) －4. 非金銭報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
　社内取締役に対する非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬とし、社内取締役の中長期的な目標達成お
よび企業価値向上のインセンティブを高めることを目的に、譲渡制限付株式を役位に応じて割当交
付する。また、当社が定める中期経営計画の対象期間である３年間の翌期に限り、対象期間中の経
営指標（連結経常利益、連結フリーキャッシュフロー、連結ROE）の達成度に応じて80％～130％
まで交付株式数を調整する。

2) －5. 社内取締役の種類別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　社内取締役の種類別の報酬の構成割合については、基本報酬の水準と安定性を基本としつつ、中
長期的な企業価値の向上を重視し、基本報酬と業績連動報酬（譲渡制限付株式報酬を含む）とのバ
ランスを考慮し適切に設定する。
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　具体的には、基本報酬、年次インセンティブ、長期インセンティブ（譲渡制限付株式報酬を含
む）の支給割合は、過去の平均連結経常利益額および、年次および中長期個人業績目標達成評価の
中間値を基準として、概ね基本報酬50％、年次インセンティブ30％、長期インセンティブ20％と
なるように設計されている。

基本報酬
約50％＊1

年次インセンティブ
約30％＊1

長期インセンティブ
約20％

固定部分 業績連動部分

※1　社長、会長の報酬については、上記よりも基本報酬比率を低く、年次インセンティブの比率を高く設定

2) －6. 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
　取締役の個人別の報酬（社内取締役に対する譲渡制限付株式報酬を除く）は、７月から翌年６月
までの１年間の任期について支給する。またその総額を12で除した額を毎月支払うものとする。
　社内取締役に対する譲渡制限付株式については、各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以
内の日に割当交付する。

2) －7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の個人別の報酬等は、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問組織であり委員長
および過半数を社外取締役で構成する報酬委員会にて審議され、その審議結果は取締役会に提案・
報告され、取締役会にて決定される。
　取締役の報酬水準については、常に外部調査機関による役員報酬調査データを参照し、当社と規
模や業種の類似する大手製造業の水準と比較し、客観的妥当性を確認しながら、総合的に勘案して
決定する。
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区　　分 人　数

固定部分 業績連動部分

報酬等の総額
基本報酬 年次

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

長期ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

内)譲渡制限付
 株式報酬

取締役（監査等委員である者を除く）
（うち社外取締役）

8名
（3名）

147百万円
（21百万円）

92百万円
（－）

62百万円
（－）

30百万円
（－）

301百万円
（21百万円）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

5名
（4名）

78百万円
（40百万円）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

78百万円
（40百万円）

合計
（うち社外取締役）

13名
（7名）

225百万円
（61百万円）

92百万円
（－）

62百万円
（－）

30百万円
（－）

379百万円
（61百万円）

3) 取締役の報酬等の総額

(注) 1. 使用人兼務取締役はおりません。
2. 監査等委員である取締役は、基本報酬のみの固定額としております。
3. 株式報酬（譲渡制限付株式報酬）は、会計基準に従い、当事業年度において費用計上した金額です。従って、金銭として支給

された報酬などではなく、また、金銭の支給が保証された報酬でもありません。
4. 2022年６月29日開催の第116回定時株主総会にて、譲渡制限付株式報酬制度への移行に伴い、権利放棄した株式報酬型スト

ックオプションとしての新株予約権のうち未行使のものについては、同数（91,700株）の譲渡制限付株式を交付することを
決議しておりますが、上表の譲渡制限付株式報酬の金額には、この移行措置で交付した91,700株に相当する報酬額496百万
円は含まれておりません。

3) －1. 業績連動報酬（譲渡制限付株式報酬を除く）に係る指標の目標および実績
　業績連動報酬は、1. 全社業績連動報酬、2. 年次個人業績目標達成評価報酬、3. 中長期個人業績
目標達成評価報酬で構成されます。1. 全社業績連動報酬に係る指標として、前事業年度における連
結経常利益を使用しており、指標に役位別係数を乗じた算出式（前事業年度連結経常利益×役位別
係数）によって報酬額が算定されます。2. 年次個人業績目標達成評価報酬に係る指標として、前事
業年度の期首に各役員が設定した年次目標を使用しております。さらに3. 中長期個人業績目標達成
評価報酬に係る指標として、前事業年度の期首に各役員が設定した中長期目標を使用しておりま
す。2. 年次個人業績目標達成評価報酬、3. 中長期個人業績目標達成評価報酬については、それぞれ
の指標の達成度合いに応じて報酬額が決定されます。

－ 45 －



2023/05/25 18:42:57 / 22948926_ＵＢＥ株式会社_招集通知_電子提供措置用

当社の役員に関する事項

項目名称 指標 目標（2021年度） 実績（2021年度）
全社業績連動報酬 連結経常利益 345億円 415億円
年次個人業績目標達成評価報酬 年次目標 個人毎 個人毎
中長期個人業績目標達成評価報酬 中長期目標 個人毎 個人毎

　指標の目標および実績は以下のとおりです。

　年次目標と中長期目標には、ESG関連の取り組みが含まれております。当社が最も重視する経営
課題の一つに挙げる「スペシャリティ化学の成長」と「地球環境問題への挑戦」等は、ESG関連の
各取り組みの上に成り立っています。各役員のファンクションに応じたESG目標を取り入れ、目標
設定・業績評価・報酬算定を行い、目標達成のためのインセンティブ強化を図っています。ESG目
標として目標設定している取り組み内容は、担当役員毎に異なります。ESG目標の達成度合いに応
じて算定される報酬額は、2021年度実績で、報酬等の総額の約10％を占めております。なお、執
行役員においても同様の体系となっております。

＜2023年度ESG目標のイメージ＞
地球環境問題 (※)

環境保全、設備保安・防災

取締役会、コーポレートガバナンス
内部統制システム

リスクマネジメント

DX推進、業務改善

コンプライアンス

人材育成
ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン

（女性活躍推進他）

人権、腐敗防止

労働者の権利、ディーセントワーク
労働安全、健康衛生
品質保証、製品安全

地域社会へのエンゲージメント

取引先とのパートナーシップ

E：環境

G：ガバナンス

S：社会

マテリアリティ

1.  スペシャリティ化学の成長

2.  地球環境問題への挑戦

3.  人材の採用と育成

4.  経営基盤強化（ガバナンス・  
　  DX 推進）

※地球環境問題：外部環境の変化に対応し、以下3つの重点領域に指針を設定しております。
1. 気候変動問題（カーボンニュートラル）への対応
2. 循環型社会（サーキュラーエコノミー）への貢献
3. 自然環境の保全・復興（ネイチャーポジティブ）への貢献
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委員会等 開催回数 活動内容

報酬委員会 2回
・2021年度役員業績評価ならびに2022年度個人別報酬額支給額確定審議
・譲渡制限付株式報酬制度導入に係る審議（交付株式数枠の設定、規程の新設）
・2022年度譲渡制限付株式割当審議

取締役会 4回
・2021年度役員業績評価ならびに2022年度個人別報酬額支給額確定審議・決定
・譲渡制限付株式報酬制度導入に係る審議・決定（交付株式数枠の設定、規程の新設）
・2022年度譲渡制限付株式割当審議・決定
・譲渡制限付株式に関する各取締役および各執行役員の報酬等の額の審議・決定

3) －2. 役員の報酬等の決定手続きの概要
(a) 取締役（監査等委員である者を除く）の個人別の報酬等は、透明性、客観性を確保するた

め、取締役会の諮問組織であり委員長および過半数を社外取締役で構成する報酬委員会にて
審議され、その審議結果は取締役会に提案・報告され、取締役会にて決定しております。監
査等委員である取締役の個人別報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。

(b) 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および報酬委員会の活動は、2022年６月の報
酬委員会にて、2022年度における取締役（監査等委員である者を除く）の個人別の報酬等の
額に係る審議を行い、2022年６月の取締役会にて、同委員会からの答申を尊重し、取締役
（監査等委員である者を除く）の個人別の報酬等の額につき決定しました。取締役会および
報酬委員会は、各指標の実績と個人毎の評価が妥当であること、また上記「取締役（監査等
委員である者を除く）の報酬等の決定方針」に沿って報酬算定が行われたことを確認し、個
人別報酬額が適切であると判断しました。さらに、2022年度は株式報酬のストックオプショ
ン制度に代え、譲渡制限付株式報酬制度導入するため、2022年４月の報酬委員会にて、株主
総会議案でもある同制度導入に係る審議を行い、2022年４月、５月、６月の取締役会にて、
報酬委員会からの答申を尊重し審議、決定しました。

＜報酬委員会等の活動内容＞
　当事業年度における取締役（監査等委員である者を除く）の報酬等に関する審議および決定のた
めの委員会等の活動は次のとおりです。
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区分 氏　名
出席回数（出席率）

［主要な活動状況と社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要］
取締役会 監査等委員会

取締役 福水 健文 100％
10／10回 ―

長年にわたり経済産業省の要職を歴任し、現在は一般財団法人建材試
験センターの顧問の職にあるが主要な取引先等には該当せず、一般株
主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助
言により、重要事項の決定および当社の経営全般に対する監督機能を
果たしております。
また、指名委員会委員長、報酬委員会委員長として、取締役候補者お
よび執行役員の選解任や報酬に関して独立した立場から積極的に意見
をするなど職務を適切に遂行しており、当社の取締役会の監督機能の
強化に貢献しております。

取締役
(監査等委員)

庄田 隆 100％
13／13回

100％
18／18回

第一三共株式会社において経営者として長年会社経営に携わり、同社
のグローバル化に大きく寄与するなど会社経営の豊富な経験と幅広い
見識、日本企業によるグローバル経営全般に関する豊富な知見を有し
ております。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助
言により、重要事項の決定および当社の経営全般に対する監督機能を
果たしております。
また監査等委員会委員長としての職務を適切に遂行しており、監査の
実効性の確保、また当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明
性の向上に貢献しております。

山本 爲三郎 90％
９／10回

100％
14／14回

長年にわたり法律学者として従事し、慶應義塾大学教授（2023年４月
からは慶應義塾大学名誉教授）のほか諸団体の役職を歴任していま
す。
同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴が
なく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分
に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助
言により、重要事項の決定および当社の経営全般に対する監督機能を
果たしております。
また監査等委員としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の
確保、また当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上
に貢献しております。

鈴木 智子 100％
10／10回

100％
14／14回

長年にわたり監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事
し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と
税理士資格を有しております。
同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴が
なく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分
に有しています。
現在はこれらの経験を活かし取締役会において有用な意見、的確な助
言により、重要事項の決定および当社の経営全般に対する監督機能を
果たしております。
また監査等委員としての職務を適切に遂行しており、監査の実効性の
確保、また当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上
に貢献しております。

3. 社外役員に関する事項

(注) 福水健文氏、山本爲三郎氏、鈴木智子氏は、2022年６月29日開催の第116回定時株主総会において新たに選任されたため、取
締役会および監査等委員会の出席回数／開催回数が他の社外取締役監査等委員とは異なります。
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4. 取締役会の実効性評価
　当社は、取締役会の実効性の評価について、毎年、全取締役で構成する取締役会実効性評価会議を
開催し、取締役による取締役会に対する自己評価（アンケートの実施等）を踏まえて議論を行った上
で、取締役会にて、取締役会の実効性の評価を実施しております。
　その結果、2023年４月開催の取締役会において、2022年度の取締役会については、当社取締役
会の構成、運営は適正であり、活発な議論と適切な審議が行なわれていることから、経営における監
督機能の強化を進める取締役会としての実効性は確保されていると判断しました。
　2022年度の課題および主な取り組みは次の通りです。

＜課題＞
① 中長期経営計画の実現に向けた経営上の重要課題に関する執行状況のモニタリングの強化と

スピード感を持った取り組みを促進させること。
② 化学事業会社としてのグループ全体の内部統制やリスク管理体制の継続的改善とその有効性

の監督を強化するとともに持株会社として機械事業やセメント関連事業に対する適切なガバ
ナンス体制の運用状況の監督を強化すること。

＜主な取り組み＞
● 「中長期経営計画の実現に向けた経営上の重要課題に関する執行状況の監督」や「グループ

全体の内部統制やリスク管理体制の有効性の監督」を強化するため、執行側に対して、報告
内容の継続的な改善を要求するとともに、その取り組みの加速を指示。

● 機械事業やセメント関連事業に対する持株会社としての新たな管理体制の運用状況を監督。
● 中長期経営計画の実現に向けた具体的な取り組みを促すために、役員経営研究会において化

学産業領域におけるグローバルな事業環境や企業戦略に関する外部専門家からの情報提供を
踏まえた当社の課題について議論。

　一方で、社外取締役の交代等により、取締役会としての多様性が進む中、社外取締役への事業・組
織情報等の提供の充実、業務執行報告の内容や資料の改善、事前説明の拡充による取締役会における
更なる議論の充実等の実効性の改善に向けた潜在的な課題とその改善提案が示されましたので、当社
取締役会の実効性向上に向けた基本的かつ重要な2022年度の課題を継続し、取り組みをさらに強化
することとしました。
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Ⅳ 会計監査人に関する事項

当事業年度に係る報酬等の額 92百万円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 156百万円

1. 名称：EY新日本有限責任監査法人

2. 報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておら
ず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である普通社債発行に係るコンフォートレター作成
業務の対価を支払っております。

3. 当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち 、UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.、UBE Chemicals（Asia）Public Company 
Limited、THAI SYNTHETIC RUBBERS COMPANY LIMITED、UBE Fine Chemicals（Asia）Co., Ltd.は当社の会計監査
人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または
金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

4. 監査等委員会は、前年度の監査計画と実績を比較し、監査時間および報酬額の推移を確認した上で、当事業年度の会計監査の
監査体制および監査時間、ならびに報酬見積りの算出根拠の妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法
第399条第1項および同条第3項に定める同意を行っております。

3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、
監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
　また、会計監査人の適格性、独立性を阻害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であ
ると認められるとき、その他必要がある場合には、監査等委員会が、株主総会に提出する会計監査人
の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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連結計算書類

連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
(単位：百万円) (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
リース資産
建設仮勘定
その他
無形固定資産
リース資産
のれん
その他
投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

繰延資産
社債発行費　

283,016
31,175
5,309

96,256
5,433

56,754
23,881
46,373
17,944

（－）109
448,471
208,027
51,155
94,526
36,701
3,574

12,357
9,714
7,774
574

2,952
4,248

232,670
198,393

139
11,009
14,853
8,539

（－）263
149
149　

負債の部
流動負債 171,159

支払手形及び買掛金 69,241
短期借入金 55,137
コマーシャル・ペーパー 3,000
リース債務 553
未払金 20,199
未払法人税等 1,528
契約負債 9,078
賞与引当金 5,258
受注損失引当金 433
その他 6,732

固定負債 178,818
社債 60,000
長期借入金 95,520
リース債務 3,933
繰延税金負債 1,013
役員退職慰労引当金 196
特別修繕引当金 1,312
事業損失引当金 519
退職給付に係る負債 7,219
資産除去債務 1,199
その他 7,907
負債合計 349,977

純資産の部
株主資本 335,115
資本金 58,435
資本剰余金 40,371
利益剰余金 257,985
自己株式 （－）21,676
その他の包括利益累計額 26,524
その他有価証券評価差額金 2,698
繰延ヘッジ損益 （－）143
為替換算調整勘定 23,740
退職給付に係る調整累計額 229
新株予約権 71
非支配株主持分 19,949

純資産合計 381,659
資産合計 731,636 負債・純資産合計 731,636
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

科目 金額
売上高 494,738
売上原価 412,134
売上総利益 82,604
販売費及び一般管理費 66,314
営業利益 16,290
営業外収益 4,346

受取利息 101
受取配当金 1,347
その他 2,898

営業外費用 29,325
支払利息 780
持分法による投資損失 23,115
その他 5,430
経常損失 （－）8,689
特別利益 10,373

持分変動利益 8,265
関係会社清算益 1,180
その他 928

特別損失 4,280
固定資産処分損 982
投資有価証券売却損 1,154
減損損失 1,350
投資有価証券評価損 338
関連事業損失 456
税金等調整前当期純損失 （－）2,596
法人税、住民税及び事業税 3,864
法人税等調整額 1,669
当期純損失 （－）8,129
非支配株主に帰属する当期純損失 （－）1,123
親会社株主に帰属する当期純損失 （－）7,006

(単位：百万円)
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計算書類

貸借対照表（2023年３月31日現在）
(単位：百万円) (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額
資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
売掛金
契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

繰延資産
社債発行費　

114,570
9,727
374

37,497
328

19,374
8,532

19,209
1,148
8,605
9,693
1,122

（－）1,045
335,842
97,040
17,196
12,613
32,550

4
1,865

24,767
241

7,800
1,709
1,129
579

237,092
7,263

207,715
6

10,210
4,563
7,368

（－）35
148
148 　

負債の部
流動負債 108,872

電子記録債務 6,391
買掛金 20,770
短期借入金 46,097
コマーシャル・ペーパー 3,000
リース債務 59
未払金 8,921
未払費用 1,977
契約負債 2,873
預り金 15,989
前受収益 64
賞与引当金 2,422
その他 305

固定負債 147,864
社債 60,000
長期借入金 80,295
リース債務 223
長期未払費用 2,397
特別修繕引当金 1,312
関連事業損失引当金 209
その他 3,426
負債合計 256,736

純資産の部
株主資本 191,789
資本金 58,434
資本剰余金 39,034
資本準備金 35,637
その他資本剰余金 3,396
利益剰余金 115,996
その他利益剰余金 115,996
配当引当積立金 120
減債積立金 300
固定資産圧縮積立金 1,431
特定災害防止準備金 69
別途積立金 12,000
繰越利益剰余金 102,076

自己株式 （－）21,675
評価・換算差額等 1,964
その他有価証券評価差額金 1,964
新株予約権 70

純資産合計 193,824
資産合計 450,561 負債・純資産合計 450,561
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損益計算書

損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

科目 金額

売上高 182,370
売上原価 141,853
売上総利益 40,517
販売費及び一般管理費 29,881
営業利益 10,635
営業外収益 17,399

受取利息及び配当金 15,664
その他 1,734

営業外費用 4,313
支払利息 516
賃貸費用 515
租税公課 1,071
その他 2,211
経常利益 23,720
特別利益 1,716

固定資産売却益 318
投資有価証券売却益 178
関係会社株式売却益 89
抱合せ株式消滅差益 628
関係会社清算益 257
退職給付制度終了益 244

特別損失 4,461
固定資産処分損 967
投資有価証券売却損 1,153
関係会社株式評価損 636
減損損失 1,189
その他 514
税引前当期純利益 20,976
法人税、住民税及び事業税 643
法人税等調整額 1,225
当期純利益 19,107

(単位：百万円)
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書

監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 唐　木　秀　明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 楢󠄁　崎　律　子
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 甲　斐　靖　裕

独立監査人の監査報告書
2023年５月10日

ＵＢＥ株式会社
取締役会 御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＵＢＥ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＥ
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査人監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 唐　木　秀　明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 楢󠄁　崎　律　子
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 甲　斐　靖　裕

独立監査人の監査報告書
2023年５月10日

ＵＢＥ株式会社
取締役会 御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＵＢＥ株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日
までの第117期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人監査報告書謄本
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会計監査人監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第117期事業年度における取締役
の職務執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
(1) 監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況にかかる報告を定期的に受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明しました。
なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及びＥＹ新日本有限責
任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

(2) 監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、当期の監査等方針、監査等計画
等に従い、内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び内部統制部門
等の使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、子会
社から事業の報告を求め、必要に応じて子会社に赴き、その業務の状況を調査しました。

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各項に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会監査報告書謄本
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る
内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
リスク管理の状況につきましては、取締役会、経営会議及びリスク管理委員会等での報告、並
びに取締役、執行役員、各部門及び子会社による説明を求め、その対策の実施状況を確認して
おり、引き続き、これらの取り組みが着実に実行されるよう注視してまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

ＵＢＥ株式会社　監査等委員会
監査等委員（委員長） 庄 田 　 隆 ㊞

監査等委員 山 本 爲 三 郎 ㊞

監査等委員 鈴 木 智 子 ㊞

監査等委員 山 元 　 篤 ㊞

2023年５月11日

　
(注) 監査等委員庄田隆、監査等委員山本爲三郎及び監査等委員鈴木智子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定

める社外取締役であり、監査等委員山元篤は、常勤の社内取締役です。

以　上
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裏表紙

会場へのアクセスのご案内

お車ご利用 ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部の駐車場を無料でご利用いただけます。
なお台数に限りがありますので、満車の場合は近隣の有料駐車場などをご利用ください。

公共交通機関
ご利用

JR宇部線 宇部新川駅より徒歩約5分
バス停 「宇部中央」（宇部市営バスほか）より徒歩約3分
【アクセス関係のお問合せ】
電話：0836-31-2111（ＵＢＥ㈱ 宇部渉外部）

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部　国際会議場（住所：山口県宇部市相生町8番1号）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

株主総会会場ご案内図

●

至宇部 JR宇部線 至新山口

●

ＵＢＥ 宇部ケミカル工場

●

●

快活CLUB

真
締
川

190

ＵＢＥ本社

スーパー
ホテル
宇部天然温泉

興産本社前

宇部新川

りらくる
宇部中央店

CoCo壱番屋
トライアル
スーパーセンター
宇部中央店

山口銀行

ABホテル

ローソン

宇部中央（徒歩3分）

● NTT

宇部市役所

ラ・クチーナ

セブン・イレブン

（徒歩5分）
宇部新川駅

ANAクラウンプラザ
ホテル宇部

国際会議場


